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令和６年 第１回 北海道議会定例会 予算特別委員会〔総務部所管〕開催状況 

開催年月日 令和６年３月１４日（木）       

質  問 者 民主・道民連合 高橋 亨 委員    

答 弁 者 財政局長、財政課長          

質    問    要    旨 答    弁    要    旨 

五 予算の提案について 

(一)今回の補正対応について 

 今回の観光予算の追加のように、新年度予算を提案した

後に、その審議が始まっている途中で、実際の支出は次年

度となる実質的に新年度予算を「増額補正」、という手法

を行ってきましたけども、地方公共団体の予算提案のあり

方として正常なのかどうかお聞きしたいと思います。 

 

 

 

 

（財政課長）  

 補正予算の編成やその提案時期は、事業内容や執行時

期、緊急性などを個別に判断し、決定しているところでご

ざいます。 

 先般、令和５年度の最終補正予算案に計上した欧米豪Ｆ

ＩＴ旅行客誘客・受入事業費につきましては、今年度中に

着手をし、施策効果が早期に発現されるよう取り組んでい

くことが重要と考え、令和５年度予算として提案したとこ

ろでございます。 

 

【再】(一)今回の補正対応について 

 観光局からも説明を聞きましたけども、一向に分からな

い。議会側はほとんどの人が理解できないという話をして

いるわけです。しかし、何度聞いても繰り返し、今聞いて

も同じことを繰り返しているということでございます。 

 私たちの会派に説明に入ったときに、財政局長が、これ

は、予算提案権があるからだと言っていましたけどもそれ

は本当ですか。 

（財政局長） 

 予算提案に当たって、一般的な法令の話をしたという風

に認識をしております。 

 

 

 

 

 

 

【指摘】 

 予算提案の説明の時に、正当な理由で相手を説得するこ

とができない状況の中で、「予算提案権があります」とい

うのは、これは開き直り以外の何ものでもありません。開

き直りということは他の説明が何もできていないという

ことになるわけでございます。 

 したがって、予算提案権があるからなんていうのは権利

の乱用だと私は思っています。そのことをきちっと正さな

いとならないと思います。これも知事総括によろしくお願

いしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


